
国道１６９号 高原トンネル安全対策検討会 規 約

（名称）

第１条

この会議は、国道１６９号高原トンネル安全対策検討会（以下「検討会」

という。）と称する。

（目的）

第２条

検討会は、高原トンネル終点側坑口付近の覆工に確認されたひび割れによ

り、通行止めとなっている一般国道１６９号高原トンネルにおける、変状の

原因確認を行い、それに基づいて安全を確保した交通開放に向けて検討を行

うことを目的に設置する。

（検討会の構成）

第３条

１．検討会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。

２．委員長は検討会の議長を務め、会を総括する。

（事務局）

第４条

１．検討会の庶務を行うため、事務局を置く。

２．事務局は、奈良県県土マネジメント部道路管理課、砂防・災害対策課が

行う。

（その他）

１．本規約の改正は、委員長が検討会に諮って行う。

２．この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員

長が検討会の委員に諮って定める。

附則

この規約の施行日は、平成３０年１２月１８日とする。

この規約の施行日は、平成３１年 ４月 １日とする。
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